
銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

政
府
及
び
関
係
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

世
界
的
な
金
融
資
本
市
場
の
混
乱
が
続
く
中
、
我
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
政
治
が
果
た

す
べ
き
重
大
な
使
命
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
今
般
、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
に
よ
る
株
式
買
取
り
の
再
開
と
い
う
臨

時
的
措
置
を
決
定
し
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
的
確
な
効
果
を
発
現
で
き
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
す
る
こ
と
。

一

今
般
の
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
の
株
式
買
取
り
の
再
開
に
当
た
っ
て
は
、
買
取
要
件
の
厳
格
な
設
定
等
を
通
じ
、
機

構
に
よ
る
買
取
り
が
、
例
え
ば
短
期
売
買
に
よ
る
値
ざ
や
稼
ぎ
等
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
慎
重
な
運
用
を
期
す
と

と
も
に
、
買
取
り
及
び
売
却
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
適
切
な
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
。

一

景
気
及
び
金
融
証
券
市
場
等
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
企
業
の
資
金
繰
り
悪
化
な
ど
に
対
処
す
る
た
め
の
金
融
シ
ス
テ
ム
安

定
に
向
け
た
追
加
的
措
置
が
今
後
更
に
必
要
と
な
る
事
態
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
化
や
動
揺
を

軽
減
す
る
た
め
の
資
産
の
買
取
り
等
を
含
め
た
多
様
な
措
置
に
つ
い
て
、
予
断
を
抱
く
こ
と
な
く
検
討
を
行
い
、
必
要
な
場

合
に
は
、
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


